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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月９日（日） ０５時１５分ごろ 

発生場所 石川県七尾市石崎漁港北東方の石崎屏風
びょうぶ

東方沖（屏風瀬戸東口付近） 

 七尾市所在の能登島
のとじま

大橋橋梁灯（Ｃ３灯）から真方位１４７°７００ｍ付

近 

 （概位 北緯３７°０５.０′ 東経１３６°５６.８′） 

事故調査の経過  平成２３年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 第二さる島丸、１.９トン 

   ＩＫ３－１９１８２（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.３２ｍ（Lr）×２.３４ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５３kＷ、平成９年９月５日 

Ｂ 漁船 鳳
おおとり

丸、１.２６トン 

   ＩＫ３－１５８１０（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.０７ｍ（Lr）×１.６４ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１８、昭和５６年２月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年１０月１５日 

    免許証交付日 平成２３年７月１１日 

           （平成２８年１０月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１１月２１日 

    免許証交付日 平成２１年１０月５日 

           （平成２７年４月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（乗組員） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部の外板上縁部に亀裂及びたつが破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、石崎屏風南方の

いいだこ釣りの漁場に向かい、白色全周灯及び両舷灯を表示し、約１３９°

（真方位）の針路及び約１５～１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で能登島大橋橋梁灯（Ｃ４灯）に向けて航行した。 

 船長Ａは、能登島大橋付近で少し減速したが、同橋下を通過後に反航船



- 2 - 

がいたので、更に減速して約１０knの速力とし、反航船が通過したのち、

石崎屏風の北東方沖２２０ｍ付近において、‘石崎屏風の南方１５０ｍ付

近で操業中の約２０～３０隻の漁船等’（以下「漁船群」という。）の東方

に向けるために右転を始めたところ、間もなく正船首至近にＢ船の白灯１

個を視認したので、右舵を取って機関を後進としたが、Ａ船の船首部とＢ

船の右舷船首部とが衝突し、Ａ船の船首部がＢ船の船首部に乗り上げた。 

 Ｂ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、白色全周灯及び両色灯を表示さ

せ、約６～７knの速力で能登島大橋の能登島側橋脚付近のいいだこ釣りの

漁場に向けて航行中、船長Ｂが、石崎港第２防波堤北灯台の北方沖を通過

したとき、左舷船首方に漁船群の灯火を視認したので、漁船群の東方に向

けて北東進した。 

 船長Ｂは、漁船群を左舷に見て通過したのち、ふだんから能登島大橋の

方から南に向かって来る船を見掛けたことがなかったので、南進して来る

船はいないと思い、石崎屏風の南東方沖２５０ｍ付近において能登島側橋

脚付近の漁場に向けるために左転を始め、平成２３年１０月９日０５時１５

分ごろ、石崎屏風の東方沖２００ｍ付近において、船首が同漁場に向いた

際、船体中央部左舷側に座っていた乗組員の「危ない」と言う声を聞いて

右舷船首方至近に接近したＡ船に気付いたが、直後にＡ船の船首部とＢ船

の右舷船首部とが衝突し、Ａ船の船首部がＢ船の船首部に乗り上げた。 

 Ｂ船は、船首部右舷側に座っていた乗組員が衝突の衝撃で腰部などを負

傷した。 

 Ａ船及びＢ船は、それぞれ自力航行して石崎漁港に入港し、船長Ａが、

０５時２０分ごろ１１９番通報して救急車を手配するとともに、１１８番

通報した。 

 負傷したＢ船の乗組員は、救急車で病院に搬送され、腰椎骨折（多発）

等と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日出時刻：０５時４９分 

 その他の事項  船長Ａは、小型船舶操縦免許を取得後、小型船舶で釣りに出掛けるよう

になり、Ａ船を新造して以来、夏季や天気の良い日など月に１０回程度、

釣りに出掛けており、本事故発生場所付近を何度も航行したことがあっ

た。 

 船長Ａは、ふだん、石崎屏風南方のいいだこ釣りの漁場に向かう際は、

石崎屏風の東方沖を通過後、漁船群の中に空いている場所を探し、南から

進入していた。 

 Ａ船の同乗者は、操舵室の後部で後方を向いて座っていたので、Ｂ船に

は衝突するまで気付かなかった。 

 Ａ船の喫水は、船首約０.１０ｍ、船尾約０.６０ｍであった。 

 Ｂ船は、操舵室がなく、船内外機を搭載しており、船尾部にある船外機

の舵棒と機関の操縦レバーを操作することにより操船することができ、ま

た、船体中央部の少し後方には、甲板上の高さが約２ｍのマストがあり、

同マストの頂部に白色全周灯が、その下方に両色灯が設置されていた。 

 船長Ｂは、平成２年から本船に乗船しており、定係地と漁場との間の航

行時には、本事故発生場所付近を航行していた。 
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  Ｂ船の喫水は、船首約０.１ｍ、船尾約０.５ｍであった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、石崎漁港北東方の石崎屏風沖を南東進

中、船長Ａが、反航船に注意を向け、適切な見張

りを行っていなかったことから、漁船群の東方に

向けて右転を開始したところ、正船首方至近にＢ

船の灯火を認め、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、石崎漁港北東方の石崎屏風沖を北東進

中、船長Ｂが、漁船群を左舷に見て通過したの

ち、南進して来る他船はいないと思い、適切な見

張りを行っていなかったことから、漁場に向けて

左転をしたところ、右舷船首方至近に接近したＡ

船に気付き、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、石崎漁港北東方の石崎屏風沖において、Ａ船が南東進

中、Ｂ船が北東進中、船長Ａ及び船長Ｂが適切な見張りを行っていなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・変針する場合には、変針する方向の見張りを行い、変針することによっ

て他船に接近することのないようにすること。 

 




